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令和４年度 健全化判断比率等に係る審査意見書の提出について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により、審査に付された令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率について

審査したので、別紙のとおりその意見書を提出します。 
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令和４年度 健全化判断比率 審査意見書 

 

 

 

第１ 審査の対象 

   健全化判断比率  ① 実質赤字比率 

            ② 連結実質赤字比率 

 ③ 実質公債費比率 

 ④ 将来負担比率 

 

 

第２ 審査の期間 

令和５年７月６日から８月２３日まで 

 

 

第３ 審査の概要 

   この審査は、市長から審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。 

  

 

第４ 審査の結果 

   審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

   なお、審査の概要及び意見は次のとおりである。 
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１ 審査の概要 

（１）令和４年度決算における健全化判断比率 

  令和４年度決算における、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率、将来負担比率)の状況は次のとおりである。 

  「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成 19 年法律第 94 号)では、健全化

判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画の策定が義

務づけられる。また、いずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画の策定が

義務づけられ、国の関与のもとで財政の再生を図ることとなる。 

 

◇健全化判断比率(令和４年度) （単位：％） 

 
令和４年度

決算 

早期健全化

基準 

財政再生 

基準 
備  考 

実質赤字比率 － 12.87 20.00  

連結実質赤字比率 － 17.87 30.00  

実質公債費比率 15.3 25.0 35.0 
3 ヶ年平均値 

(令和 2 年度～令和 4 年度) 

将来負担比率 92.0 350.0   

（注）実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「－」で表示。 

 

（２）健全化判断比率(4 指標)の状況 

① 実質赤字比率 

                                 （単位：％） 

  算定比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和４年度 － 12.87  20.00  

令和３年度 － 12.82  20.00  

比較 －  0.05 0.00  

 

    実質赤字比率は、「一般会計等」を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比

率である。この指標については、赤字額がない場合は「－」で表示される。 

当年度の実質赤字比率は、△2.28％(2.28％の黒字、R3：3.45％)で、赤字額がな

いため「－」で表示されている。また、令和 2 年度以降、対象になる会計は一般会

計のみとなっている。 

    なお、この指標の早期健全化基準は標準財政規模をもとに算出され、本市の場合

12.87％である。 
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  ② 連結実質赤字比率 

                                 （単位：％） 

  算定比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和４年度 － 17.87 30.00 

令和３年度 － 17.82 30.00 

比較 －  0.05  0.00  

 

    連結実質赤字比率は、一般会計、特別会計及び公営企業会計の全会計を対象とし

た実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率である。この指標に

ついては、赤字額がない場合は「－」で表示される。 

当年度の連結実質赤字比率は△15.89％(15.89％の黒字、R3：17.01％)で、赤字額

がないため「－」で表示されている。 

    なお、この指標の早期健全化基準は標準財政規模をもとに算出され、本市の場合

17.87％である。 

 

③ 実質公債費比率 

                                 （単位：％） 

  算定比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和４年度 15.3 25.0 35.0 

令和３年度 14.9 25.0 35.0 

比較  0.4 0.0 0.0 

 

    実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財

政規模に対する比率であり、3 ヶ年の平均値を用いる。この指標は、本審査の対象

指標であるが、一方で、地方債協議制移行に伴い平成 18 年度に創設された指標でも

あり、当該比率が 18.0％以上となる地方公共団体については、起債にあたり許可が

必要となる。 

    当該年度の実質公債費比率は 15.3％で前年度より 0.4 ポイント悪化しているが、

許可基準の 18.0％と早期健全化基準の 25.0％のどちらも下回っている。 

なお、単年度の実質公債費比率は次表のとおりである。 

 

     ◇単年度実質公債費比率の推移             （単位：％） 

令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

16.09853 15.62420 14.29795 14.88200 
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④ 将来負担比率 

                                 （単位：％） 

  算定比率 早期健全化基準 財政再生基準 

令和４年度 92.0 350.0  － 

令和３年度 106.9 350.0  － 

比較 △ 14.9 0.0  － 

 

    将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な債務の標準財政規模に対

する比率であり、この「一般会計等が将来負担すべき実質的な債務」とは、地方債

の現在高、債務負担行為に基づく支出予定額などの将来負担額から、充当可能な基

金や地方債現在高等に係る交付税算入見込額等を控除したものをいう。 

また、財政健全化比率のうち他の 3 指標は一定期間内の収支勘定を見る、いわゆ

るフロー指標であるのに対し、将来負担比率は、ある時点の資産の量を測る、いわ

ゆるストック指標を意味するものである。 

    当該年度の将来負担比率は 92.0％で前年度に比べ 14.9 ポイント改善しており、

早期健全化基準の 350.0％未満となっている。 

 

２ 審査意見 

   令和４年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率が「－」であることは、一般会計を

はじめ、特別会計、公営企業会計を総合的に見た場合、単年度の収支が黒字であるこ

とを示しており、特筆すべき事項はない。 

次に、実質公債費比率については 15.3％で、前年度に比べ 0.4 ポイント悪化してい

る。これは算定のもととなる単年度の実質公債費比率が令和元年度の 14.8％から令和

4 年度は 16.0％になったためである。また、単年度の比率では、令和 2 年度まで減少

を続けていたが令和 3 年度より悪化に転じ、令和 4 年度は更に 0.4 ポイント悪化して

いる。今後の見通しも標準財政規模や準元利償還金などに楽観できる要素がみられな

いため、引き続き公債費の適正な管理に取り組む必要がある。 

次に、将来負担比率については 92.0％で、前年度に比べ 14.9 ポイント改善してい

る。これは、公営企業債等繰入見込額及び一般会計の市債残高が減少したためである。 

以上のことから、健全化判断比率の 4 指標はいずれも早期健全化基準以下となって

おり、前年度からの財政状態を維持していると言える。 

しかし今後は、人口減少により税収の大幅な増加は見込めず、一方で、公共施設や

道路、橋りょう、上下水道といったインフラ資産などの更新や改修の費用、福祉や子

育てに関する費用が年々増加すると見込まれている。これらのことを踏まえると、将

来の本市の財政状況は楽観視できる状況にはないと言わざるを得ない。 

このため、これまでの財政健全化の取り組みを継続・強化して、行財政改革や計画

的な公共施設の整備など、さらなる財政の健全化に向けて取り組む必要がある。 



 - 5 - 

令和４年度 資金不足比率 審査意見書 

 

 

 

第１ 審査の対象 

   資金不足比率  ① 水道事業会計 

           ② 下水道事業会計 

 

 

第２ 審査の期間 

令和５年７月６日から８月２３日まで 

 

 

第３ 審査の概要 

   この審査は、市長から審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。 

 

 

第４ 審査の結果 

   審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、い

ずれも適正に作成されているものと認められた。 

   なお、審査の概要及び意見は次のとおりである。 
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１ 審査の概要 

（１）令和４年度決算における資金不足比率 

  令和４年度決算における、公営企業会計毎の資金不足比率の状況は次のとおりである。 

 

◇令和４年度資金不足比率（公営企業会計毎） （単位：％） 

 令和４年度決算 経営健全化基準 備  考 

水道事業会計 － 20.0 法適用企業 

下水道事業会計 － 20.0 法適用企業 

（注）本市の「法適用企業」は、地方公営企業法の全部を適用している 

    

（２）資金不足比率の状況 

 

   資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率で、この

指標でいう資金の不足額は、連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額と同額と

なっている。また、資金不足額がない場合、資金不足比率は「－」で表示される。 

   当年度の水道事業会計及び下水道事業会計では、資金剰余額が発生しており資金不

足が生じていないため、資金不足比率は、いずれも「－」で表示されている。 

   なお、各会計の資金剰余額は次表のとおりである。 

 

◇資金剰余額 

                                （単位：千円） 

  令和４年度 令和３年度 比較 

水道事業会計 1,272,623 1,405,190 △ 132,567 

下水道事業会計 431,133 379,674  51,459 

 

２ 審査意見 

水道事業会計及び下水道事業会計のいずれの会計も資金不足が生じておらず、資金

不足比率審査における比率はいずれも経営健全化基準を下回っているため「－」で表

示されている。 

しかしながら、どちらの会計も令和元年度より資金剰余額が年々減少しており、そ

の経営は厳しさが増している状況にある。 

これら両会計は市民生活を支える重要なサービスを提供していることから、将来を

見据えた資金の確保に努めつつ、健全な企業経営に向けて取り組まれたい。 




